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どれみはうす 

重要事項説明書 
 

 この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社

会福祉法第 76 条及び「松本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（令和 2年条例第 80 号）」の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービス

の内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことなどを事業者が説明するものです。 

 

１ サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 育ちｌａｂ 

代 表 者 氏 名 代表取締役  寺澤 美晴 

本 社 所 在 地 

（ 連 絡 先 ） 

〒399-0033 長野県松本市笹賀５６５２番地 56 管理会館 2階 

TEL 0263-87-8402 FAX 0263-87-8403 

設 立 年 月 日 令和４年４月１日 

 

２ サービス提供を担当する事業所について 

（１） 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 どれみはうす 

サ ー ビ ス の 

主た る対象者 
障害児（１８歳未満の知的障害児、精神障害児、発達障害児） 

事 業 所 番 号 放課後等デイサービス    2050200670号 

指 定 年 月 日 令和 4年 ９ 月 １ 日 

管 理 者 寺 澤 美 晴 

児童発達支援 

管 理 責 任 者 
寺 澤 美 晴 

事業所所在地 〒399-0033 長野県松本市笹賀 5652番地 56 管理会館 2階 

連 絡 先 ＴＥＬ ０２６３－８７－８４０２  ＦＡＸ ０２６３－８７－８４０３ 

事業所の通常の 

事業実施地域 

松本市 

塩尻市 

安曇野市 

東筑摩郡 朝日村 

東筑摩郡 山形村 
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利 用 定 員 放課後デイサービス事業 １０人 

開 設 年 月 日 令和 4 年 9月 1 日 

 

 

（２） 放課後等デイサービス事業の目的及び運営方針  

事 業 の 目 的 

・児童福祉法並びに障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用

児童及び保護者の意向、利用児童の特性、そのほかの事情を踏まえた放

課後等デイサービス個別支援計画を作成し、これに基づき利用児童に対

して利用者がその有する能力及び適正に応じて自立した日常生活及び社

会生活を営むことができるよう、必要な訓練、制作活動を適切に行い、その

効果について継続的な評価を実施することと、その他の措置を講ずること

により利用児童に対して適切かつ効果的に放課後等デイサービスを提供

する。 

運 営 方 針 

・事業所の指導員は、対象児童の心身の特性を踏まえて、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、発声、発音、排泄、食事

及びその他の生活全般にわたる援助を行います。 

・支援実施にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、行政機関・

地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な支援の

提供に努めます。 

・利用児童の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるように

努める。 

・事業の実施にあたっては、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定め

る内容のほか、その他関係法令などを遵守する。 

 

（３） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月 、 火 、 水 、 木 、 金 土 、 その他学校指定休日 

営 業 時 間 午前 9時 30分～午後 6時 30分 午前 8時 30分～午後 4時 30分 

 

（４） 放課後等デイサービス事業のサービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 月 、 火 、 水 、 木 、 金 土 、 その他学校指定休日 

サ ー ビ ス 提 供 

時 間 

午後 2時～午後 5時 30分 

（午後１：００以前の下校日は午後４

時までのサービス提供とさせて頂き

ます。） 

午前 9時～午後 4時 
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３ サービス提供を行う施設・設備について 

（１） 施 設 

構 造 ＲＣ造２階建て 

敷 地 面 積 ２，３８８．６６㎡ 

延 床 面 積   ６２８．３９㎡ （ 内、占有１２５．５㎡＋共有５６．９㎡ ） 

 

（２） 設 備 

設 備 の 種 類 部 屋 数 備         考 

指 導 訓 練 室 １ 室 約３０㎡以上 

静 養 室 １ 室 約９．７２㎡ 

ト イ レ １ 室 約３．３㎡ 

事 務 室 １ 室 約１９．８７㎡ 

相 談 室 １ 室 約７．４５㎡ 

 

４ サービス提供を行う職員体制 

（１） 職務の内容 

職  種 職  務  内  容 

管 理 者 

（常勤１名）管理者は、従業者の管理、指定児童発達支援の利用の申し込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うととも

に、法令等において規定されている指定児童発達支援の実施に関し、事業

所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

児童発達支援 

管 理 責 任 者 

（常勤１名）児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。 

  ア 適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及び

日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題

等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い、障がい児が自立した日

常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検

討すること。 

  イ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する

指定児童発達支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービ

ス等との連携も含めて、障がい児等の生活に対する意向、総合的な支

援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支

援の目標及びその達成時期、指定児童発達支援を提供する上での留

意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。 

  ウ 通所支援計画の原案の内容を障がい児等に対して説明し、文書によ

り障がい児等の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書

面を障がい児等に交付すること。 

  エ 個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握（利用者に
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ついての継続的なアセスメントを含む。）を行うとともに、少なくとも 6 月

に△回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて通所支援

計画を変更すること。 

  オ 利用申込者の利用に際し、障がい児通所支援事業者等に対する照

会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障が

い児通所支援等の利用状況等を把握すること。 

  カ 障がい児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児

が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するととも

に、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対

し、必要な支援を行うこと。 

  キ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

児 童 指 導 員 

（常勤１名、非常勤若干名）児童指導員は、次の業務を行う。 

個別支援計画に基づいて、障がい児の有する能力、置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や障がい

児が自立した日常生活を営むことができるように支援を行う。 

保 育 士 

（常勤１名、非常勤若干名）保育士は、次の業務を行う。 

個別支援計画に基づいて、障がい児の有する能力、置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や障がい

児が自立した日常生活を営むことができるように支援を行う。 

指 導 員 

（常勤若干名、非常勤若干名）指導員は、次の業務を行う。 

個別支援計画に基づいて、障がい児の有する能力、置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や障がい

児が自立した日常生活を営むことができるように支援を行う。 

 

（２） 職員の配置状況  （2024年 1月 1日現在） 

 

職  種 員数 
常勤 非常勤 常勤 

換算 
備  考 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 １  1     

児 童 発 達 支 援 

管 理 責 任 者 
１  1     

児 童 指 導 員 2   2    

保 育 士 3 １  2    

社 会 福 祉 士 １  １     

精神保健福祉士 １  １     

指 導 員 3   3    
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（３） 勤務体系 

 

職  種 勤  務  体  系 

管 理 者 午前１０：００～午後７：００まで （内 休憩６０分） 

児 童 発 達 支 援 

管 理 責 任 者 
午前１０：００～午後７：００まで （内 休憩６０分） 

児 童 指 導 員 

（１） 午前 ８：３０～午後 ５：３０まで （内 休憩６０分） 

（１）午前 ９：３０～午後 ６：３０まで （内 休憩６０分） 
保 育 士 

指 導 員 

 

５ 提供するサービスの内容と料金及び利用者負担額について 

 

（１） 提供するサービスの内容 

サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容 

個別支援計画の作成 

利用者等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質

を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの目標及びその

達成時期、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等

を記載した個別支援計画を作成します。 

日 常 生 活 訓 練 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等を行います。 

集団生活適応訓練 会話等を行います。 

創 作 的 活 動 絵画、工作等を行います。 

健 康 指 導 健康チェック、健康相談を行います。 

送 迎 サ ー ビ ス 
事業所の所有する車両により、利用者の自宅又は学校と事業所との間

の送迎を行います。 

（２） 提供するサービスの料金とその利用者負担額について 

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価（別表）による利用料が発生します。 

通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限額が設定され、利用料の１割

と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、１月あたりの利用者負担額になります。利用料

の１割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。 

負担上限月額等に関する詳細については、お住いの市町村窓口までお問合せください。 

 

※ 放課後等デイサービス費について事業者が代理受領を行わない（通所給付決定保護者が償

還払いを希望する）場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いいただきます。この場

合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住いの市町村に放課後
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等デイサービス費の支給（利用者負担額を除く）を申請してください。 

 

【別表】 

①  利用料金 （2024年 4月１日現在） 

放課後等デイサービスの利用料金は、下表のとおりとなっています。 

 
放課後等デイサービス

利用料 
利用者負担額 

放 課 後 終 了 後 時 間 区 分 1 

３ ０分以上１時間 3 0 分まで以下 
５，７４０円 ５７４円 

放 課 後 終 了 後 時 間 区 分 2 

１ 時 間 ３ ０ 分 超 ３ 時 間 以 下 
６，０９０円 ６０９円 

学 校 休 日 時 間 区 分 3 

３ 時 間 超 ５ 時 間 以 下 
６，６６０円 ６６６円 

② 加算項目 （2024年 4月１日現在） 

   事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。 

  加 算 項 目 利 用 料 
利用者 

負担額 
内          容 

延 長 支 援 加 算 

１時間以上２時間未満 
９２０円 ９２円 時間区分を超える延長支援 

延 長 支 援 加 算 

２ 時 間 以 上 
１，２３０円 １２３円 時間区分を超える延長支援 

延 長 加 算 

３０分以上１時間未満 
610円 61円 延長時間が計画より短くなった場合に限る 

関係機関連携加算Ⅱ ２，０００円 200円 
保育所や学校等との会議等より情報連携を

行った場合月１回 

関係機関連携加算Ⅲ １，５００円 150円 
児童相談所、医療機関等との会議等より情

報連携を行った場合月１回 

利用者負担上限額 

管 理 加 算 
１，５００円 

左記の１

割 

通所給付決定保護者の依頼により、負担上

限月額を超えて事業者が利用者負担額を

徴収しないように、利用者負担額の徴収方

法の管理を行った場合に加算されます。 

送 迎 加 算 ５４０円 ５４円 
送迎を行った場合、片道につき加算されま

す。 

欠 席 時 対 応 加 算 ９４０円 ９４円 

病等により利用を中止した日の前々日、前

日又は当日に中止の連絡があった場合に

ついて、連絡調整や相談援助を行った場

合に加算されます。 

個×サポート加算Ⅰ1 

一 定 要 件 
１，２００円 120円 

ケアニーズの高い障がい児に対して資格終

了者の配置、支援を行った場合 

放デイ処遇改善加算

Ⅱ 
８．０％ 

左記の１

割 

キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場

環境等要件を満たす事業所対し加算され

ます。 
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６ その他の費用について （ 実費負担分 ） 

内        容 料        金 

創作的活動に係る材料費 実費相当額 

その他日常生活において通常必要となるもの

に係る費用であって、通所給付決定保護者に

負担させることが適当と認められるものの実費 

実費相当額 

おやつ代：60円/一回 

利用予定日当日または前日以降に利用キャン

セル・変更の申し出をされた場合に算定しま

す。ただし、健康上（病気など）やむを得ない

場合はいただきません。申し出なく、無断で休

んだ場合はお支払いいただきます。 

なお、欠席時対応加算を算定した場合は算定

しません。 

健康上（病気など）やむを得ない場合はいた

だきません。 

 

７ 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について 

○ 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月１０日前後に利

用月分の請求書をお届けします。お支払いはサービスを利用した月の翌月２７日にご指定

の口座より口座振替となります。（代理収納会社：日本システム収納株式会社） 

○ サービス提供の記録と内容を照合し、請求月の２６日までに振替口座へご入金下さい。お

支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 

○ また、給付費等について市町村より給付を受けた場合は、代理受領額通知書をお渡ししま

すので、必ず保管をお願いします。 

※  利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から

３ヶ月以上遅延し、故意に支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合には、契約を解

約した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

８ サービスの提供にあたっての留意事項 

（１） 市町村の支給決定内容等の確認 

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月

額を確認させていただきます。受給者証の住所・支給量などに変更があった場合は速やかに

事業者にお知らせください。 

（２） 放課後等のデイサービス計画の作成 

   確認した支給決定内容に沿って、通所給付決定保護者及び障がい児（以下「利用者」といい

ます。）の生活に対する意向に配慮しながら「放課後等デイサービス計画」を作成します。作

成した「放課後等デイサービス計画」については、案の段階で利用者に対し内容を説明し、

通所給付決定保護者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いしま

す。 
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（３） 放課後等デイサービス計画の変更等 

「放課後等デイサービス計画」は、障がい児の心身の状況や意向などの変化により、必要に

応じて変更することができます。 

 

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

 

（１） 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

 

 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」

を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り

得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業

者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業

者との雇用契約の内容とします。 

 

 

（２） 個人情報の保護について 

 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用

する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利

用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得な

い限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族

の個人情報を提供しません。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、

電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際に

も第三者への漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、

開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利

用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料などが

必要な場合は利用者の負担となります。） 
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個人情報使用同意書 
 

私が、貴事業所のどれみはうすを利用するにあたり、私、及びその家族の個人情報については、

次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

 

記 
 

１．使用する目的 

事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する法令に

基づき、私に行うサービスを円滑に実施するため、サービス担当者会議又は私が利用する他の

サービス事業者等と情報の共有が必要な場合に使用する。 

 

２．使用にあたっての条件 

  （１） 個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の

際には関係者以上には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

  （２） 事業者は、個人情報を使用した会議の内容、参加者、経過等について、記録しておくこ

と。 

 

３．個人情報の内容（例示） 

  （１） 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業所が、サービスを提供するために最小限

必要な利用者やその家庭個人に関する情報。 

  （２） その他利用者及びその家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別

されうる情報。 

 

４．使用する期間 

  令和     年     月     日 からサービス利用契約終了時までとする。 

令和     年     月     日 

 

指定障害福祉サービス事業者名  どれみはうす 

 

管理者名      寺 澤 美 晴     ㊞ 

 

利用者 住 所 

  ㊞ 

 氏 名 

 

利用者代理人 住 所 

 続 柄 

 氏 名 ㊞  
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１０ 緊急時の対応方法について 

 

   サービス提供中に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への

連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

【緊急連絡先】 

第 １ 連 絡 先 

氏名 

住所 

電話番号 

第 ２ 連 絡 先 

氏名 

住所 

電話番号 

第 ３ 連 絡 先 

氏名 

住所 

電話番号 

 

 

【協力医療機関】 

 

当事業所は下記の医療機関と協力し、利用者の病状の急変等に備えています。 

 

医 療 機 関 名 品川内科医院 

所 在 地 長野県松本市笹賀５５２６－１２ 

電 話 番 号 TEL (0263) 28-3313 / FAX (0263) 27-5313 

 

 

 

１１ 事故発生時の対応方法について 

 

   障がい児に対する放課後等デイサービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、障がい児に対する放課

後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行い

ます。 

 

市
町
村 

市 町 村 名 松本市丸の内 3-7 

担 当 部 ・ 課 名 松本市役所 こども福祉課 

電 話 番 号 ０２６３－３３－４７６７ 
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   本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保 険 会 社 名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 事業活動総合保険  

保 障 の 概 要 

介護保険・社会福祉事業者総合保険 

対人１名  ３００，０００千円 １事故・期間中 ２，０００，０００千円 

対物１事故 ２０，０００千円 

財物損害、休業損失、賠償責任に対する保険 

 

 

 

１２ 非常災害時の対策 

 

非 常 時 の 対 応 別に定める非常災害計画により対応いたします。 

平 時 の 訓 練 別に定める非常災害計画に則り、防災訓練を年 2回実施します。 

防 災 設 備 

・自動火災報知器 

・ガス漏れ報知器 

・非常灯 

・消火器 

有 

有 

有 

有 

 

 

・誘導灯 

・非常通報装置 

 

 

有 

有 

 

 

 

・カーテンなどは防炎機能のある物を使用しています。 

・災害に際に備えての備蓄（飲料水１人２ℓ×１５人分×1日分） 

（その他、携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等） 

消 防 計 画 

消防署への届出日： 平成３０年８月６日 

防 災 管 理 者： （松本市大久保工場公園管理組合 事務局長） 

                久 保 田 忠 良 

保 険 加 入 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

事業活動総合保険 

介護保険・社会福祉事業者総合保険 

 

 

※ 下記日程で、年 2回の総合防災訓練・避難訓練を実施する。 

 

８月２０日頃、３月２０日頃、（変更等ある場合は、どれみはうす通信にて事前に通知いたしま

す。） 
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１３ 虐待の防止について 

 

   事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者

の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）」を遵守するとともに、下記

の対策を講じます。 

 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 事業所管理者  寺澤 美晴 

 

③  苦情解決体制を整備しています。 

④  従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し虐待防止委員会を設置して

います。 

 

１４ 第三者評価の実施について 

第三者評価の実施の有無 無し 

 

１５ 苦情解決の体制及び手順 

 

 （１） 事業所の苦情・相談受付窓口 

提供した指定放課後等デイサービスに係る障がい児又は通所給付決定保護者その家族か

らの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置しています。 

本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。 

 

 

 （２） 行政機関その他苦情受付機関 

 

事業者の窓口 

窓 口 担 当 者 （役職）事 業 所 保 育 士  （氏名） 今井 順子 

苦情解決責任者 （役職）事 業 所 管 理 者   （氏名） 寺澤 美晴 

受 付 日 月曜日から土曜日。ただし、国民の祝日、8 月 13 日

から 8月 16日、12月 29日から１月３日までを除く。 

受 付 時 間 午前 10時から午後 7時まで 

電 話 番 号 ０２６３－８７－８４０２ 

F A X 番 号 ０２６３－８７－８４０３ 
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本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関または長野県社会福祉協議

会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。 

 

各市町村の窓口 

松 本 市 

受付担当課 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

塩 尻 市 

受付担当課 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

安 曇 野 市 

受付担当課 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

松本市丸の内３－７ 

松本市役所 こども福祉課 

０２６３－３３－４７６７ 

０２６３－３６－９１１９ 

塩尻市大門七番町 3番 3号 

塩尻市役所 塩尻市家庭支援課 

０２６３―５２―０８９１ 

０２６３―５２―０６４３ 

安曇野市豊科 6000番地 

安曇野市役所 子ども支援課 

０２６３―７１―２２５５ 

０２６３―７２―２０６５ 

長 野 県 福 祉 

サービ ス運営 

適正化委員会 

所 在 地 

実 施 機 関 

受 付 日 

受 付 時 間 

受 付 番 号 

 

F A X 番 号 

長野市中御所岡田 98-1 

長野県社会福祉協議会 

毎週月曜日から金曜日 

午前９時から午後５時まで 

０１２０－２８－７１０９（苦情相談） 

０２６－２２６－２２１０（事務局） 

０２６－２２７－０１３７ 

 

 

１６ 事業所ご利用の際にご留意いただく事項 

 

感 染 症 対 策 
児童がインフルエンザ等の他者へ感染する疾病であることを、医師が

診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用はできません。 

設備 ・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに

反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがありま

す。 

貴 重 品 の 管 理 

貴重品は、自己の責任において管理していただきます。 

自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持ち込ま

ないようお願いします。 

宗教活動・政治活動 

営利活動 

児童及び保護者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗

教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 
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１７ サービス提供開始可能年月日 

 

   サービス提供開始が可能な年月日 令和     年     月     日 

 

 

１８ 重要事項説明の年月日 

 

   この重要事項説明書の説明年月日 令和     年     月     日 

 

 

 上記内容について、「松本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（令和 2年条例第 80号）」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

 

 

事業者細目 

所 在 地 〒399-0033 松本市笹賀 5652番地 56 管理会館 2階 

法 人 名 株式会社育ち lab 

代表者名 寺 澤 美 晴             ㊞ 

事業所名 どれみはうす  

説明者氏名                                        ㊞ 

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

 

 

利用申込者（通所給付決定保護者） 

 

住 所                                  

氏 名                             ㊞    

続 柄                                  

利用者（児童）氏名                            

 


